
令和 3 年 12 月 14 ヨ

取手市政治倫理審森会

会長高久匡志様

取手新時代をひらく会

令和 3 年 12 月］.0 日付貴取政倫審発第 6 号にて回答依頼のありました件について下記

のとおり回答いたします。

記

1 （問い） 12 月 7 日付の取手新時代をひらく会の回答書中、項目 2 の中の「会社の住

所で通るとのことでした」とあるが、会社の住所で通るとはどういう認識か？

（回答）-'氏側から、「郵便物、電話も含め、会社住所宛てとしてくれれば、
間違いなく自分につながります。」と言われたことを踏まえたものです。

※合わせて報告いたします" 12 月 7 日付の回答にて、一氏の住所の修正を
県の選挙管理委員会宛てに届け出をする予定と報告いたしましたが、 12 月 10 日に

同修正の手続きを済ませております。該当ページの写しを添付いたします。
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